
神戸市社会福祉法人等利用者負担軽減制度実施要綱 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この要綱は、介護保険の円滑な実施のための特別対策として実施する低所得者及

び生活保護受給者等に係る利用者負担対策のうち「社会福祉法人等による利用者負担の

軽減制度」の実施のために必要な事項を定める。 

２ 前項に定める事業は、本市が行う介護保険の被保険者等のうち生計困難と認められる

者及び生活保護受給者等（この項及び第２章において「軽減対象者」という。）が、あ

らかじめ利用者負担の軽減を実施する旨を申し出た市町及び社会福祉法人等（以下この

項及び第２章において「軽減法人等」という。）が提供する軽減対象となる介護保険サ

ービスを利用する場合、軽減法人等が軽減対象者のサービス利用に伴う利用者負担の一

部を軽減するものとし、もって低所得利用者の生活の安全と介護保険サービスの利用促

進を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるとおりである。 

(1) 介護保険の被保険者等 介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）

第２７条若しくは第３２条の認定を受けた者又は介護保険法施行規則（平成１１年厚

生省第３６号）第１４０条の６２の４第２号に規定する者及び介護保険法施行法第１

３条第１項に規定する旧措置入所者（以下「旧措置入所者」という。） 

(2) 市民税非課税世帯 当該年度（４月から７月においては前年度）における市民税が

世帯主及びすべての世帯員について課されていないか免除されている世帯 

(3) 区分支給限度基準額 法第４３条第１項に規定する居宅介護サービス費区分支給限

度基準額及び法第５５条第１項に規定する居宅支援サービス費区分支給限度基準額 

(4) 介護福祉施設サービス 法第８条第２７項に規定する介護福祉施設サービス 

(5) 訪問介護 法第８条第２項に規定する訪問介護 

(6) 通所介護 法第８条第７項に規定する通所介護 

(7) 短期入所生活介護 法第８条第９項に規定する短期入所生活介護 

(8) 夜間対応型訪問介護 法第８条第１６項に規定する夜間対応型訪問介護 

(9) 地域密着型通所介護 法第８条第１７項に規定する地域密着型通所介護 

(10) 認知症対応型通所介護 法第８条第１８項に規定する認知症対応型通所介護 

(11) 小規模多機能型居宅介護 法第８条第１９項に規定する小規模多機能型居宅介護 

(12) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 法第８条第２２項に規定する地域密

着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

(13) 介護予防短期入所生活介護 法第８条の２第９項に規定する介護予防短期入所生活

介護 

(14) 介護予防認知症対応型通所介護 法第８条の２第１５項に規定する介護予防認知症

対応型通所介護 

(15) 介護予防小規模多機能型居宅介護 法第８条の２第１６項に規定する介護予防小規

模多機能型居宅介護 



 (16) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 法第８条第１５項に規定する定期巡回・随時

対応型訪問介護看護 

 (17) 複合型サービス 法第８条第２３項に規定する複合型サービス 

(18) 第一号訪問事業 法第１１５条の４５第１項第１号イに規定する第一号訪問事業 

(19) 第一号通所事業 法第１１５条の４５第１項第１号ロに規定する第一号通所事業 

(20) 旧措置入所者 介護保険法施行法（平成９年法律第１２４号）第１３条第１項に規

定する旧措置入所者 

(21) 生活保護受給者等 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第１項に規定

する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に

関する法律第１４条第１項及び第３項、附則第４条第１項の規定による支援給付を受

けている者 

(22) 利用者負担額 法に定める居宅サービス又は施設サービスに係る１０％相当の利用

者負担額 

(23) 食費 介護保険法施行規則（平成１１年厚生労働省令第３６号）第６１条第１項第

１号のイ及び第２号のイ、第７９条第１項第１号、第８４条第１項第１号のイ及び第

２号のイに規定する食事の提供に要する費用 

(24) 居住費 介護保険法施行規則（平成１１年厚生労働省令第３６号）第７９条第１第

２号に規定する居住に要する費用 

(25) 滞在費 介護保険法施行規則（平成１１年厚生労働省令第３６号）第６１条第１項

第２号のロ、第８４条第１項第２号のロに規定する滞在に要する費用 

(26) 宿泊費 介護保険法施行規則（平成１１年厚生労働省令第３６号）第６５条第２項

第２号のロ、第８５条第５項第２号のロに規定する宿泊に要する費用 

 

第２章 生計困難者等に対する利用者負担の軽減制度 

（対象者） 

第３条 第１条第２項に規定する軽減対象者は、本市が行う介護保険の被保険者等（旧措

置入所者で利用者負担割合が５％以下の者については対象としないが、ユニット型個室

の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。）であって、市民税非課税

世帯に属する者のうち、次の各号の全てを満たしており、その者の収入や世帯の状況、

利用料負担を総合的に勘案し、特に生計が困難な者として市長が確認した者及び生活保

護受給者等（個室の居住費（滞在費）に係る利用者負担額について軽減の対象とする。）

とする。 

(1) 年間収入が単身世帯で１５０万円、世帯員が１人増えるごとに５０万円を加算した

額以下であること。 

(2) 預貯金等の額が単身世帯で３５０万円、世帯員が１人増えるごとに１００万円を加

算した額以下であること。 

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。 

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。 

(5) 介護保険料を滞納していないこと。 

（軽減法人等） 



第４条 第１条第２項に規定する軽減法人等は、次の者のうち当事業に係る利用者負担の

軽減を行うことを本市及び兵庫県に申し出たものとする。 

(1) 社会福祉法人 

(2) 市町 

(3) 軽減を行う社会福祉法人等がない地域等において、市長が特に必要と認める事業者 

（対象サービス及び減免内容） 

第５条 軽減対象者が利用者負担の軽減を受けることができる介護保険サービス（以下こ

の章において「対象サービス」という。）は、前条に規定する軽減法人等が行う次のサ 

ービス（第２号から第８号及び第１０号から第１６号のサービスにあっては、区分支給

限度基準額を超えないものに限る。）とする。 

(1) 介護福祉施設サービス 

(2) 訪問介護 

(3) 通所介護 

(4) 短期入所生活介護 

(5) 夜間対応型訪問介護 

(6) 地域密着型通所介護 

(7) 認知症対応型通所介護 

(8) 小規模多機能型居宅介護 

(9) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

(10) 介護予防短期入所生活介護 

(11) 介護予防認知症対応型通所介護 

(12) 介護予防小規模多機能型居宅介護 

(13) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

(14) 複合型サービス 

(15) 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業（自己負担割合が保険給付

と同様のものに限る。） 

(16) 第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業（自己負担割合が保険給付

と同様のものに限る。） 

 

２  軽減の対象とする費用は、前項に掲げるサービスにつき、それぞれ別表に掲げるとお

りとする。 

３  減額割合は、１／４とする。ただし、軽減対象者のうち、老齢福祉年金受給者につい

ては１／２、生活保護受給者等（個室の居住費（滞在費）に係る利用者負担額について

軽減の対象とする）については全額とする。 

（適用除外） 

第６条 前条の規定にかかわらず、神戸市介護保険訪問介護利用者負担金助成要綱に基づ

く訪問介護に係る利用者負担額の軽減措置の適用を受ける者については、同条第１項第

２号に規定する訪問介護に係る利用者負担の軽減を行わない。 

２ 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護、定期巡

回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービスを利用する利用者負担第２段階の者の



サービス費に係る利用者負担額については、軽減の対象としないこととして差し支えな

い。 

（情報提供） 

第７条 軽減法人等及びその実施する対象サービスについては、その一覧を本市に備え置

くとともに介護保険の被保険者等、居宅介護支援事業者等に適宜情報提供を行うものと

する。 

（申請） 

第８条 第３条に規定する確認を受けようとする者（以下「申請者」という。）及び生活

保護受給者等は、利用者負担の軽減を受けようとする対象サービスを利用する日の１４

日前までに、「社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書」（様式第１号）を市長

に提出するものとする。申請者については、申請書（様式第１号）に加え、以下の各要

件に該当する事実を証する書類を添えて市長に提出するものとする。 

(1) 収入要件 

申請者及びその属する世帯全員の収入を記載した源泉徴収票、年金支払通知書、確

定申告書の写しその他収入を証する書類 

ただし、公簿等により収入が確認できた者については、添付があったものとみなす。 

(2) 預貯金等要件 

申請者及びその属する世帯全員の預貯金額を記載した預金通帳の写し。 

２  前項において、指定する日までに申請することができなかったことにつきやむを得な

いものと認められる事情があり、かつ、申請者及び生活保護受給者等が対象サービスの

提供を受けた軽減法人等の事業所又は施設（以下「軽減事業所等」という。）が利用者

負担の軽減を承認する場合、前条における「対象サービスを利用する日の１４日前」は、

「対象サービスを利用した日の後すみやかに」と読み替える。 

（認定及び確認証） 

第９条 市長は、申請者より前条の申請を受けたときは、第３条各号に掲げる軽減対象者

への該当の有無を審査決定するものとする。申請者のうち軽減対象者として承認された

者及び生活保護受給者等については、「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」（様式

第２号）（以下「確認証」という。）及び「社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通

知書」（様式第３号）を交付する。申請者のうち軽減対象者として承認されなかった者

については、「社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書」（様式第３号）により、

その結果を通知するものとする。 

２ 前項に規定する、確認証の交付あるいは結果の通知は、申請のあった日からおおむね

１４日以内に行うものとする。ただし、申請に不備があり、当該不備の補正をするため

にかかった期間はこれに含まない。 

（確認証の有効期限） 

第１０条 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する月の１日から適用され，翌年度

の７月３１日までとする。ただし、４月分、５月分、６月分、７月分の対象サービスの

利用者負担に係る軽減につき当該年度の４月１日から７月３１日までに申請があったも

のは、申請のあった日の属する月の１日から当該年度の７月３１日までとする。 

（確認証の返還） 



第１１条 確認証の交付を受けた者が、本市が行う介護保険の被保険者資格を喪失した場

合、生活保護受給者等においては保護の停止又は廃止が決定した場合は、当該確認証を

すみやかに返還しなければならない。 

（利用） 

第１２条 軽減対象者は、対象サービスを利用する場合、第２条第１号及び第２１号に規

定する介護保険の被保険者等及び生活保護受給者等でなければならない。 

２ 軽減対象者は、対象サービスを利用する場合、あらかじめ当該サービスを提供する軽

減事業所等に確認証を提示するものとする。ただし、申請中であらかじめ提示すること

ができない場合又は第８条第２項に定める場合は、申請手続き中である旨又はすみやか

に申請を行う旨を申し出るとともに、軽減事業所等の承認を受けた場合は、確認証が交

付された後すみやかに提示するものとする。 

（利用者負担） 

第１３条 軽減対象者は、対象サービスの提供を行う軽減事業所等に対し、確認証に記載

されたところにより軽減された利用者負担額を支払うものとする。 

（不正利得の返還） 

第１４条 偽りその他不正の行為によってこの要綱に基づく対象サービスに係る利用者負

担の軽減を受けた者があるときは、市長は、軽減法人等と協議の上、軽減額の全部又は

一部を当該軽減を受けた者から軽減法人に返還するよう求めるものとする。 

（軽減法人等に対する助成） 

第１５条 市長は、軽減法人等がこの要綱に基づき軽減対象者に対象サービスに係る利用

者負担の軽減を行った場合、別に定めるところにより、当該軽減法人に対し軽減に要し

た費用の一部を助成するものとする。 

（社会福祉法人による自主的な実施） 

第１６条 自らの財務状況を踏まえて自主的に事業実施が可能である旨を申し出た社会福

祉法人については、前条に規定する助成措置を受けることなく本事業を実施することが

できるものとする。この場合も、助成措置以外の実施方法は第１条～第１４条のとおり

とする。 

 

第３章 雑則 

（委任） 

第１７条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附則 

（施行期日） 

１  この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２  平成１２年度中の申請に基づく減免対象確認証の有効期間は第１０条の規定にかかわ

らず平成１３年５月３１日までとする。 

 

附則 



１  この要綱は、平成１３年１月１日から施行する。 

２  平成１３年５月３１日までに交付した様式第３号の確認証は、「社会福祉法人」とあ 

るのは「社会福祉法人等」と読み替える。 

 

附則 

この要綱は、平成１３年６月１日から施行する。 

 

附則 

この要綱は、平成１４年６月１日から施行する。 

 

附則 

この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

この要綱のうち第３条及び第８条は、平成１５年６月１日から施行する。 

この要綱のうち第６条は、平成１５年７月１日から施行する。 

 

附則 

この要綱は、平成１７年６月１日から施行する。 

 

附則 

この要綱は、平成１７年１０月１日から施行する。 

 

附則 

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

 

附則 

この要綱は、平成１８年１０月１日から施行する。 

 

附則 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

 

  附則 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

  附則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

  附則 

１  この要綱は、平成２５年８月１日から施行する。 

２  平成２５年８月１日施行の生活扶助基準の改正に伴い、生活保護が廃止された者であ

って、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護（予防）サービス費の



支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第３条に該当する者につ

いては、第５条の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担につ

いては４分の１（老齢福祉年金受給者は２分の１）を原則とするとともに、居住費にか

かる利用者負担については全額とする。 

 

 附則 

１  この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

２  平成２６年４月１日施行の生活扶助基準の改正に伴い、生活保護が廃止された者であ

って、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護（予防）サービス費の

支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第３条に該当する者につ

いては、第５条の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担につ

いては４分の１（老齢福祉年金受給者は２分の１）を原則とするとともに、居住費にか

かる利用者負担については全額とする。 

 

  附則 

１ この要綱は、平成２６年７月１日から施行する。 

２ 平成２７年７月分につき第３条に規定する確認を受けようとする者に係る第２条第２

号の規定の適用については、同号中「４月から６月」とあるのは「４月から７月」とす

る。 

３ 平成２６年７月１日から平成２７年７月３１日までの申請に基づく確認証の有効期限

は、第１０条の規定にかかわらず、申請のあった日の属する月の１日から適用され、平

成２７年７月３１日までとする。 

 

  附則 

１  この要綱は、平成２７年５月１日から施行し、平成２７年４月１日から適用する。 

２  平成２７年４月１日施行の生活扶助基準の改正に伴い、生活保護が廃止された者であ

って、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護（予防）サービス費の

支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第３条に該当する者につ

いては、第５条の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担につ

いては４分の１（老齢福祉年金受給者は２分の１）を原則とするとともに、居住費にか

かる利用者負担については全額とする。 

３ 平成２７年度においては、自らの財務状況を踏まえて自主的に事業実施が可能である

旨を申し出た社会福祉法人については、第１５条に規定する助成措置を受けることなく

本事業を実施することができるものとする。この場合も、助成措置以外の実施方法は第

１条～第１４条のとおりとする。 

 

附則 

１ この要綱は、平成２８年４月１４日から施行し、平成２８年４月１日から適用する。 

２ 平成２８年度においては、自らの財務状況を踏まえて自主的に事業実施が可能である

旨を申し出た社会福祉法人については、第１５条に規定する助成措置を受けることなく



本事業を実施することができるものとする。この場合も、助成措置以外の実施方法は第

１条～第１４条のとおりとする。 

 

附則 

この要綱は、平成２９年６月１日から施行し、平成２９年４月１日から適用する。 

 

附則 

この要綱は、平成３０年４月１７日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。 

 

附則 

１  この要綱は、平成３１年３月２８日から施行し、平成３０年１０月１日から適用する。 

２  平成３０年１０月１日施行の生活扶助基準の改正に伴い、生活保護が廃止された者で

あって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護（予防）サービス費

の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第３条に該当する者に

ついては、第５条第３項の規定にかかわらず、軽減の割合を居住費以外にかかる利用者

負担については４分の１（老齢福祉年金受給者は２分の１）を原則とするとともに、居

住費にかかる利用者負担については全額とする。 

 

附則 

この要綱は、平成３１年８月１日から施行する。 

 

  附則 

１ この要綱は、令和元年１１月１８日から施行し、令和元年１０月１日から適用する。 

２ 令和元年１０月１日施行の生活扶助基準の改正に伴い、生活保護が廃止された者であ

って、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護（予防）サービス費の

支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第３条に該当する者につ

いては、第５条第３項の規定にかかわらず、軽減の割合を居住費以外にかかる利用者負

担については４分の１（老齢福祉年金受給者は２分の１）を原則とするとともに、居住

費にかかる利用者負担については全額とする。 



別表（第５条関係） 

対象サービス 軽減対象費目 

介護福祉施設サービス 利用者負担額、食費、居住費 

訪問介護 利用者負担額 

通所介護 利用者負担額及び食費 

短期入所生活介護 利用者負担額、食費、滞在費 

夜間対応型訪問介護 利用者負担額 

地域密着型通所介護 利用者負担額及び食費 

認知症対応型通所介護 利用者負担額及び食費 

小規模多機能型居宅介護 利用者負担額、食費、宿泊費 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 利用者負担額、食費、居住費 

介護予防短期入所生活介護 利用者負担額、食費、滞在費 

介護予防認知症対応型通所介護 利用者負担額及び食費 

介護予防小規模多機能型居宅介護 利用者負担額、食費、宿泊費 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 利用者負担額 

複合型サービス 利用者負担額、食費、宿泊費 

第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相

当する事業 
利用者負担額 

第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相

当する事業 
利用者負担額及び食費 

※下線は生活保護受給者等の対象サービス及び軽減対象費目 

※短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は

介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費（滞在費）については、介護保険制度におけ

る特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限

る。 


